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長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について 

 

 

１ 改正予定の条例名 

 ⑴ 長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑵ 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

 ⑶ 長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑷ 長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

２ 改正理由 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第76号）

の施行に伴い、下記の関係法令が今後改正される見込みであることから、本市の条例に

ついて関係条文の整理をする必要があるため。 

 

３ 改正の内容 

令和５年４月１日にこども家庭庁が設置されることに伴い、関係法律の整備が行われ、

下記の関係法令の規定を引用している本市の条例について、関係条文の整理を行うもの。 

 

４ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

５ 関係法令 

 ⑴ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

 ⑵ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準 

 ⑶ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 ⑷ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 
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